
飯塚市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。 

令和7年6月9日 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

飯塚市規則第31号  



飯塚市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則  

飯塚市市営住宅条例施行規則(平成18年飯塚市規則第200号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(用途変更の承認申請) (用途変更の承認申請) 

第23条 条例第28条ただし書の承認を受けようとする入居者は、市

営住宅用途併用承認申請書 (様式第21号)を市長に提出しなけれ

ばならない。 

第23条 条例第28条ただし書の承認を受けようとする入居者は、市

営住宅用途併用承認申請書 (様式第21号)を市営住宅管理人を経

て市長に提出しなければならない。 

2 (略) 2 (略) 

(模様替え等の承認申請) (模様替え等の承認申請) 

第24条 条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者

は、市営住宅模様替え等承認申請書(様式第23号)を市長に提出し

なければならない。 

第24条 条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者

は、市営住宅模様替え等承認申請書(様式第23号)を市営住宅管理

人を経て市長に提出しなければならない。 

2・3 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

2・3 (略) 

 

 

 

 

 

 

 



様式第9号(第13条関係) 

 

 

様式第9号(第13条関係) 

 

 

 



様式第23号(第24条関係) 

 

 

 

 

 

様式第23号(第24条関係) 

 

 

 

 

 



様式第24号(第24条関係) 

 

 

 

様式第24号(第24条関係) 

 

 

 

 



様式第25号(第24条関係) 

 

様式第25号(第24条関係) 

 

  附 則 

 この規則は、令和7年7月1日から施行する。 


